
事業名 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 レビュー番号 0767 担当部局・課室 子ども家庭局・母子家庭等自立支援室

課題
・ 婦人相談員については、研修受講要件もなく、配置されてる相談員1,533名
の約7割は非常勤職員となっているほか、市町村における配置率も約５割と未
配置市町村が多い。（家庭福祉課調べ）
・ 上記に加え、困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査研
究報告書（令和４年３月）（以下「報告書」という。）では、「地域の中に民
間の支援団体がある割合は３割、うち連携しているものが５割半ば。利用した
いが利用できていない社会資源として、民間団体と回答した相談機関が多い一
方で、連携できる民間団体がない（少ない）状況が課題」とされており、地域
資源も乏しく、行政及び民間のいずれの支援体制も十分とはいえない。
・ また、報告書では、困難な問題を抱える若年女性に対する支援を行っていない
自治体が全体の14％を占めているほか、相談機関及び相談員のいずれも６割
以上で、困難な問題を抱える若年女性の支援体制の改善を図る必要があると
されていることが指摘されている。
・ このため、増加・複雑化する相談に対応できるよう、①婦人相談員の専門性の
向上及び人材確保、②民間の支援団体の育成及び連携体制の構築等による
支援体制の整備が必要。
・ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の円滑な施行に向け、法律
に盛り込まれた、①都道府県基本計画の策定、②民間団体との協働、③関係
機関との緊密な連携がなされるよう、地方自治体への支援が必要。

現状分析

・ 婦人相談員が受け付けた相談延べ件数は、平成15年度の
18万件から年々増加し、令和元年度には41万件となっており、
相談支援等を必要とする者の増加が深刻化している。（家庭
福祉課調べ）

・ また、婦人相談所及び婦人相談員への相談内容についても、
夫等からの暴力（42.6％）のほか、離婚問題など暴力以外
の家族問題（26.4％）や、経済関係（7.4％）、妊娠・出
産等を含む医療関係（5.4％）など多岐にわたっており、複雑
化している。（家庭福祉課調べ）
・ そのため、婦人保護事業の現場等からは、増加する相談件
数や複雑化する相談内容に対応するため、婦人相談員等の
人材確保や、民間の支援団体の育成及び連携が必要といった
要望・指摘がなされている。（困難な問題を抱える女性への支援の
あり方に関する検討会中間まとめ（令和元年10月11日）等）

・ さらに、こうした現状を踏まえ、令和４年５月19日には、困難
な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律
第52号）（議員立法）が第208回通常国会において可決・
成立し、令和６年４月１日から施行されることになった。

令和５年度
概算要求額
2,551百万円
（令和４年度
予算額：212
億円の内数、執
行額：186億
円の内数）

※「児童虐待・
DV対策等総合
支援事業」から
「生活困窮者就
労準備支援事
業費等補助金」
へ移管

【インプット】
① 研修受講の有無や経
験年数に応じた婦人相
談員手当の支給を支援

① 手当支給を支援した
婦人相談員の数
令和５年度：1,319人

困難な問題を抱える若
年女性に対し、適切な支
援が提供される体制を整
備した自治体の割合
令和８年度：100％

① 婦人相談員の増加数
令和６年度：274人
② 婦人相談員による相談
対応件数
令和６年度：46万件
③ 地域協議会における
ケース管理数
令和６年度：241件

【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】 【インパクト】
被害女
性や同伴
する家族
の困難な
問題を解
消する体
制の整備

事業概要
【□新規 ■既存 □モデル □大幅見直し】

・ 個々の状況に応じた適切な支援が
提供される体制が構築されるよう、Ｄ
Ｖ・女性保護対策等支援事業によ
り、
① 研修受講の有無や経験年数に
応じた婦人相談員手当の支給
② 都道府県等の基本計画策定
③ 民間支援団体の掘り起こし及び
育成
④ 官民協働による支援を行うため
のプラットフォームの構築
⑤ 関係機関における地域協議会の
設置・運営
に要する費用の補助を実施。

実施主体：都道府県、市区町村
補 助 率 ：５／１０

（⑤のみ１０／１０）

⑤ 関係機関における地
域協議会の設置・運営
の実施を支援

④ 官民協働による支援
を行うためのプラット
フォームの構築を支援

③ 民間支援団体の掘り
起こし及び育成を支援

② 都道府県等の基本計
画策定を支援

② 行政と関わりのある民
間支援団体の数
令和５年度：20団体

③ 取組事例の横展開
自治体数
令和５年度：
1,788自治体

④ 地域協議会の設置
自治体数
令和５年度：３自治体

取組事例の横展開
により、令和５年度
以降、短期アウトカム
の改善に寄与

※現時点では、全ての都道府
県・市区町村のうち、以下の
全てを満たすものを想定
・ 研修を受講した婦人相談
員を配置
・ 民間の支援団体と連携した
支援を実施
・ 関係機関における地域協
議会を設置


